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第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和６年度実績）

治水対策の推進

主な施策展開の進捗状況（定性的な評価）
【評価の基準】Ａ：想定以上に進捗した　Ｂ：順調に進捗した　Ｃ：進捗が遅れた　

1

2

3

施策のＫＰＩ（重要業績評価指標）

0

(参考)事務事業評価の実施状況 Ａ 0 Ｂ 1 Ｃ 0

施策展開の評価数 Ａ 0 Ｂ 3 Ｃ

道路河川課

施策 №27 基本計画
掲載頁

100～101

総合評価 Ｂ：順調に進捗した
今後の
方向性

Ⅰ：現状のまま
    継続

Ｂ ・開発行為の協議の際、新座市雨水流出抑制対策技術基準に基づき、雨水貯留・浸透施設の設置を指導し
た。設置件数30件、設置率100％。

道路河川課

（１）　治水安全対策の促進 評価 主な取組実績・評価理由（※評価「Ｃ」とした場合、課題とその対応方針も記載） 所管課
柳瀬川、黒目川について、河川内に堆積した土砂を取り除く浚渫工事など適正
な維持管理と、必要に応じて更なる治水機能の向上に向けた改修・整備を県に
要望します。 Ｂ ・柳瀬川の適正な維持管理（浚渫等）について、河川管理者である埼玉県に要望（令和６年９月）を行っ

た。

課題 引き続き、治水安全対策、雨水流出抑制に取り組んでいく必要がある。

柳瀬川及び黒目川の適正な維持管理（浚渫等）を埼玉県に要望するととも
に、公共施設の新設に併せて大型浸透貯留施設の設置や、歩道整備工事に
併せて浸透施設の設置を行った。
また、開発行為の協議の際、新座市雨水流出抑制対策技術基準に基づき、
雨水貯留・浸透施設の設置を指導し、設置率は１００％となった。

所管課

（２）　雨水流出抑制の推進 評価 主な取組実績・評価理由（※評価「Ｃ」とした場合、課題とその対応方針も記載） 所管課
降雨時における河川への急激な雨水の流出を抑制するため、公共施設の新設・
改修に合わせての雨水貯留・浸透施設の設置や、歩道の整備における透水性舗
装を推進します。さらに、想定を超えた大型台風や集中豪雨の発生時において
も被害を抑制できるよう、公園や学校などの広い敷地を持った施設について、
貯留施設としての活用を進めます。

Ｂ ・大和田水辺の丘公園の新設に併せて大型浸透貯留施設（貯留量1148.64㎥）の設置を行った。 道路河川課

民有地における雨水貯留・浸透施設の設置を促進します。

【達成度の基準】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：目標を下回る指標値

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 目標値

令和６年度時点
達成度

開発行為等における雨水貯留・浸
透施設設置率

0% 100% 100% 100% Ｂ 道路河川課

成果・課題を
踏まえた今後
の対応方針

引き続き、柳瀬川及び黒目川における適正な維持管理と、治水機能の向上
に向けて埼玉県に要望していく。
また、雨水の流出を抑制するため、雨水貯留・浸透施設の設置などを推進
するとともに、開発行為の協議の際にも適切に指導していく。

成果



第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和６年度実績）

河川・水路環境の整備

主な施策展開の進捗状況（定性的な評価）
【評価の基準】Ａ：想定以上に進捗した　Ｂ：順調に進捗した　Ｃ：進捗が遅れた　

1

2

3

施策のＫＰＩ（重要業績評価指標）

0(参考)事務事業評価の実施状況 Ａ 0 Ｂ 2 Ｃ

Ａ 0 Ｂ 3 Ｃ 0

施策 №28 基本計画
掲載頁

100～101

総合評価 Ｂ：順調に進捗した
今後の
方向性

Ⅰ：現状のまま
    継続

施策展開の評価数

（１）　水辺に親しめる環境づくり 評価 主な取組実績・評価理由（※評価「Ｃ」とした場合、課題とその対応方針も記載） 所管課
柳瀬川、黒目川について、整備の完了した遊歩道の適切な維持管理を進めると
ともに、ウォーキングやサイクリング、自然観察など、市民が気軽に親しめる
レクリエーションの場として積極的な活用を図ります。 Ｂ

・定期除草作業を行い、適正に遊歩道の維持管理を行った。
・埼玉県と新座市が協議調整を行い、柳瀬川沿い遊歩道の一部未舗装区間において、新座市が維持管理する
ことを条件に埼玉県が舗装整備を行った。整備されたことで、利便性の向上が図られた。

道路河川課

所管課

Ｂ ・定期的にパトロールを行い、景観に配慮した修繕を随時行った。 道路河川課

野火止用水について、護岸の補修を適宜行い、暮らしに身近な水辺空間として
の活用を図ります。

市民との協働により、清掃活動や啓発活動を進め、快適な水辺空間を創出しま
す。

Ｂ ・ボランティア団体と連携を図り、水辺空間の維持管理を行った。
  ボランティア団体数１団体、活動場所数１箇所、活動件数１件。

道路河川課

【達成度の基準】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：目標を下回る指標値

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 目標値

令和６年度時点
達成度

成果

水辺に親しめる環境づくりとして、柳瀬川及び黒目川について定期除草作
業を行い、適正に遊歩道の維持管理を行った。
また、野火止用水については定期的にパトロールを行い、景観に配慮した
暮らしに身近な水辺空間の維持管理を行った。
埼玉県と協議調整し、柳瀬川沿いの遊歩道未舗装区間において、埼玉県が
舗装を整備した。 成果・課題を

踏まえた今後
の対応方針

引き続き、柳瀬川及び黒目川における遊歩道や、野火止用水の適正な維持
管理に努めていく。

課題 水辺空間の整備には恒常的に取り組んでいく必要がある。



第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和６年度実績）

上水道の安定供給

主な施策展開の進捗状況（定性的な評価）
【評価の基準】Ａ：想定以上に進捗した　Ｂ：順調に進捗した　Ｃ：進捗が遅れた　

1

2

3

4

施策のＫＰＩ（重要業績評価指標）

0(参考)事務事業評価の実施状況 Ａ 0 Ｂ 4 Ｃ

Ａ 0 Ｂ 5 Ｃ 0

施策 №29 基本計画
掲載頁

102～103

総合評価 Ｂ：順調に進捗した
今後の
方向性

Ⅰ：現状のまま
    継続

施策展開の評価数

Ｂ ・漏水調査を継続的に実施し、漏水発見後速やかに修繕することで、高い水準で有収率を維持した。
  令和６年度漏水調査件数　29,569件　修繕数 85件

水道施設課

所管課

（２）　供給体制の充実 評価 主な取組実績・評価理由（※評価「Ｃ」とした場合、課題とその対応方針も記載） 所管課
水質検査を継続的に実施し、安全な水の供給に努めます。

Ｂ
・水質検査については、水道法に基づき全５１項目において年１回以上実施することで、安全な水道水の供
給を担保した。また、近年の「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」の状況を鑑み、当該「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」の検
査を全ての井戸（１８箇所）と浄水場（３箇所）で実施した。なお、国が定める暫定目標値を超過した井戸
（２箇所）については改めて検査を行い、目標値を下回ったことを確認した。

水道施設課

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 目標値
令和６年度時点

達成度

管路耐震化率（管路全体／基幹管
路）

管路全体 46.4%
基幹管路 33.4%

管路全体 47.4%
基幹管路 37.0%

管路全体 47.7%
基幹管路 37.7%

管路全体 49.5％
基幹管路 64.5％ Ｃ

96.31% Ｂ

重要給水施設へ配水する管路や耐用年数に達した管路などの耐震化を優先的に
進めます。また、浄水場など、老朽化した施設・設備の適切な維持・管理を行
い、施設の運用に与える影響等を勘案した上で、地球温暖化対策に配慮した計
画的な更新や耐震化を進めます。

Ｂ

・重要給水施設へ配水する管路や老朽化した配水管について計画的に耐震化を進めた結果、管路全体の耐震
化率はおおむね順調に推移した。今後も、新座市上水道施設整備事業計画に則り計画的に整備を進めてい
く。
・一方で、施策のKPIである「管路耐震化率」における基幹管路(導水管・送水管・配水本管)の耐震化につい
ては、令和６年度に策定した「新座市水道施設再配置基本計画」において、水道施設の統廃合に伴い将来的
に廃止や布設替えとなる管路もあり、費用対効果を見据えて導水管・送水管の整備予定を先送りしたことか
ら、当初、本計画期間内で更新を行う予定であった基幹管路については目標値との乖離が生じている。

水道施設課

【達成度の基準】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：目標を下回る指標値

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度

水道施設課

有収率 95% 95.63%

水道施設課
水質検査項目の合格／水質基準適
合率

100% 100% 100%

成果

水道事業の安定的・継続的な運営のため、新座市水道事業経営戦略を策定
した。
また、水道法に基づく水質検査を実施し、定期的な検査を実施すること
で、安全な水道水の供給を担保した。

成果・課題を
踏まえた今後
の対応方針

新座市水道事業経営戦略に基づき、水道事業の経営の効率化に努めていく
ほか、市民への分かりやすい情報発信をしながら、節水機器の普及や節水
意識の高揚を目指した取組を進めていく。
今後は各水道施設において、新座市上水道施設整備事業計画に則り計画的
に整備を進めていくことにより、「安全で強靭な水道の持続」を推進す
る。

課題

95.53%

安全な水道水の供給体制の整備には恒常的に取り組んでいく必要がある。
また、令和6年1月に発生した能登半島地震により水道管に甚大な影響を与
えた。水道施設の耐震化は減災に有効であるため、今後も職員配置状況、
財政状況を鑑み耐震化率向上に努めていく必要がある。

100% Ｂ

水道施設課

（１）　安定的・継続的な健全経営 評価 主な取組実績・評価理由（※評価「Ｃ」とした場合、課題とその対応方針も記載） 所管課
水道施設等の資産の状況を把握した上で、水道事業の安定的・継続的な健全経
営に努めます。また、事業の運営状況について、市民への分かりやすい情報発
信を行います。 Ｂ ・水道事業の安定的・継続的な運営のため新座市水道事業経営戦略の策定を行った。

・運営状況等についてＨＰへ掲載し、情報発信を行った。
水道業務課

・節水について、広報やポスター掲載、水道週間に懸垂幕の掲揚を行った。 水道業務課

漏水調査の効果的な手法を検討し、継続的に実施していく中で、必要に応じて
修繕工事を行い、有収率の向上を図るなど、水道事業の経営の効率化に努める
ほか、節水機器の普及や節水意識の高揚を目指した取組を進めます。 Ｂ



第５次新座市総合計画前期基本計画 施策評価シート（対象：令和６年度実績）

下水道の整備促進

主な施策展開の進捗状況（定性的な評価）
【評価の基準】Ａ：想定以上に進捗した　Ｂ：順調に進捗した　Ｃ：進捗が遅れた　

1

2

3

4

5

6

施策のＫＰＩ（重要業績評価指標）

Ｂ ・公共下水道未接続世帯について、定期的に水洗化指導を行った結果、令和６年度水洗化指導件数651件のう
ち、接続１０件、空地、駐車場等の指導対象外は２１件あった。

下水道課

公共下水道未接続世帯の解消に向けて、未接続家屋・事業所への水洗化指導、
啓発により、接続率を高め、整備された公共下水道の有効活用に努めます。

下水道課

既存の汚水管の計画的な維持管理、改築・更新に努めます。

Ｂ

・汚水管路ストックマネジメント計画に基づき、既存施設の正常な機能の維持に努めるため、汚水管の管口
カメラの調査を行うとともに、既存の汚水管改築工事の実施をすることができた。
・調査については「新座市公共下水道汚水ストックマネジメントに伴う下水道施設調査業務委託」「新座市
公共下水道汚水管路調査業務委託」により管口カメラ調査を1122基、テレビカメラ調査を2430ｍ実施した。
判定結果より緊急度Ⅱ206m、緊急度Ⅲ1459mであることがわかった。
・改築工事については「新座市公共下水道三芳町本多幹線改築工事その２」(φ1650mm、Ｌ285.39m)「新座市
公共下水道畑中一丁目、東一丁目、野火止七丁目地区汚水枝線改築工事」(φ300mm・φ250mm、Ｌ108.66m)を
予定どおり改築することができた。
・八潮市での道路陥没事故を踏まえ、本年1月30日に、道路陥没へ影響が大きい流域接続点周辺２か所と、腐
食のおそれが大きい箇所である伏越施設7か所及びマンホールポンプの下流9か所について、職員の目視によ
る緊急点検を実施し、異常がないことの確認を迅速に行った。

Ｂ

既存の雨水管の計画的な維持管理、改築・更新に努めます。

Ｂ

・既存の雨水管調査において、テレビカメラ調査及び潜行目視調査を実施することができた。
・具体的には栄地区、池田一・二・三丁目地内にて「新座市公共下水道雨水ストックマネジメント計画策定
に向けた既設管調査業務委託」を予定どおり実施することができた。
・業務委託によりテレビカメラ調査を3474.93m、潜行目視調査を2186.08mの計5661.01mの調査を実施し、判
定結果より緊急度Ⅱ(簡易な対応により必要な措置を5年未満まで延長可能)967.48m、緊急度Ⅲ(簡易な対応に
より必要な措置を5年以上に延長可能)2129.84mといった状況把握と2563.69mの安全性を確認することができ
た。

下水道課

【達成度の基準】Ａ：目標を上回るペースの指標値　Ｂ：目標値を達成するペースの指標値　Ｃ：目標を下回る指標値

項目
現状値

（策定時点）
令和５年度 令和６年度

（３）　雨水排水対策の推進 評価 主な取組実績・評価理由（※評価「Ｃ」とした場合、課題とその対応方針も記載） 所管課
雨水管理総合計画に基づき、優先順位を付けて整備を推進します。

Ｂ

令和６年度時点
達成度

所管課

下水道課

令和７年度 令和８年度 令和９年度

成果

汚水については、汚水管路ストックマネジメント計画に基づき、既存施設
の正常な機能の維持に努めるため、汚水管に管口カメラを入れ、劣化状況
を調査ができたこと、また、既存の汚水管改築工事を行うことができたこ
とから、おおむね目標どおりに進めることができている。
雨水については、雨水幹線及び雨水枝線の整備をおおむね目標どおり実施
することができた。また、既存施設の正常な機能の維持に努めるため、雨
水管にテレビカメラを入れ、劣化状況を調査できたことから、おおむね目
標どおりに進めることができている。 成果・課題を

踏まえた今後
の対応方針

下水道事業の安定的・継続的な健全経営に努めるとともに、汚水排水対策
及び雨水排水対策を推進していく。
また、維持・管理について、国から調査等の法改正を含めた新たな判定基
準や優先順位の考え方が示された場合、速やかにストックマネジメント計
画へ反映させ対応をはかっていく。なお、令和７年度に雨水管を含めた現
ストックマネジメント計画の見直しを予定しており、策定後速やかに計画
的な予防保全に努めていく。

（１）　安定的・継続的な健全経営 評価 主な取組実績・評価理由（※評価「Ｃ」とした場合、課題とその対応方針も記載） 所管課
下水道事業の経営状況、下水道施設の資産の現状を踏まえ、中長期的な経営の
基本計画を定め、下水道事業の安定的・継続的な健全経営に努めます。

Ｂ ・維持管理費の増加等に伴い、収支の悪化が見込まれたため、下水道使用料を令和７年７月に平均24.9%改定
することとして、同年３月に下水道条例を改正した。今後も健全経営に努めていく。

下水道課

0 Ｂ 6 Ｃ 0

(参考)事務事業評価の実施状況 Ａ

100%

0% 0% 100% 下水道課

（２）　汚水排水対策の推進 評価 主な取組実績・評価理由（※評価「Ｃ」とした場合、課題とその対応方針も記載） 所管課
事業認可区域の計画的な整備を推進します。

Ｂ
・新座駅北口土地区画整理地区内において、区画整理事業の進捗に伴い、汚水枝線の整備を行った。具体的
には「新座市公共下水道新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事その21」（φ200㎜、Ｌ344.34ｍ）、新座
市公共下水道新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事その22」（φ200㎜、Ｌ307.66ｍ）を予定どおり実施
することができた。

目標値

・雨水管理総合計画に基づく雨水管整備を推進するための工事、設計業務委託を実施した。
・具体的には令和７年度を債務負担行為とする「新座市公共下水道野火止中央枝線工事」（φ1200㎜、Ｌ
346.1ｍ）を契約し、また、その下流の実施設計業務委託として「新座市公共下水道野火止中央枝線実施設計
業務委託」（中大口径、Ｌ300ｍ）を予定どおり実施することができた。

下水道課

新座市雨水管理総合計画による整
備率／貯留管φ1,200mm　L＝650m
※令和６年度実績は、令和７年度
を債務負担行為として契約した工
事で、令和７年度竣工時に整備延
長346.1mとなることから、現時点
で計画どおりの進捗となる。

0% Ｂ

下水道課

新座市汚水管路ストックマネジメ
ント計画（第Ⅰ期）による進捗率
／改築延長L＝1,560m

0% 17.9% 36.2%

課題

今後、法定耐用年数を経過する管渠が増加することが見込まれることか
ら、汚水管だけではなく、雨水管についてもストックマネジメント計画を
策定し、計画的に整備を進めていく必要がある。
また、八潮市の道路陥没事故を受けて、下水道管渠の維持管理における
国・県から新たな方針等が示された際、速やかに対応ができるように備え
ていく必要がある。

3 Ｃ 00 Ｂ

施策 №30 基本計画
掲載頁

104～105

総合評価 Ｂ：順調に進捗した
今後の
方向性

Ⅰ：現状のまま
    継続

施策展開の評価数 Ａ




